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OSAKA 光のルネサンス（光絵画：大阪市中央公会堂） 

◆ 退職後の医療保険制度 

◆ インターネットを利用した年金見込額等の閲覧について 

◆ 締切日迫る！！融資あっせん事業（借換え支援） 

◆ 扶養状況に変更はありませんか？ 

◆ 組合会議員の異動について 

◆ 短期給付のツボ！～埋葬料・家族埋葬料～ 

◆ 特定健診受診率・保健指導利用率が低下しています 

◆ 特定保健指導　積極的支援の利用者に効果あり 

◆ 減量大成功！突撃インタビュー 

◆ 増えている糖尿病、あなたは大丈夫？ 

◆ ヘルスアップ事業　申込受付中 

◆ 健康トピックス　働き過ぎていませんか？あなたの肝臓 

◆ がん検診を受けよう！ 

◆ ジェネリック医薬品を処方してもらう方法 
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　水都大阪を象徴する中之島一帯で毎年開催している「OSAKA光のルネサンス」。大阪の冬の風物詩として定着し、

昨年は過去最高の304万人もの方々にご来場いただき、多くの皆様に楽しんでいただくことが出来ました。今年も「中

央会場」「西会場」「東会場」の３会場で、さまざまな企画をご用意しておりますので、皆様のご来場をお待ちして

おります 

開催日程：2010年12月11日（土）～25日（土）　　　時　間：17：00～22：00 

U　R　L：http://www.hikari -renaissance.com/　 

お問合せ：大阪市総合コールセンター　TEL 06－4301－7285　FAX 06－6644－4894

東洋陶磁美術館 

特別展「ルーシー・リー展－ウィーン、ロンドン、都市に生きた陶芸家」 
を開催します 
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健康保険の加入資格や被扶養者の認定条件等は、

再就職先にご確認ください。 

退
　
　
　
　
職 

再就職する 

再就職先の 
健康保険制度に加入 

3つの 
選　択　肢 

健 康保険等の被保険者  

国民健康保険に加入される場合は、「資格喪

失証明書」が必要になりますので、各所属所

（市長部局にあっては総務事務センター）の

共済組合事務担当を経由して申請してください。 

国民健康保険の被保険者 

家族の被扶養者になる場合は、収入限度額な

どの条件が異なりますので、あらかじめ家族

の加入している健康保険組合等にご確認くだ

さい。 

家 族 の 被 扶 養 者  

任意継続とは、一定の加入資格を満たす場合、

掛金を納めることにより、原則として２年間

に限り、当共済組合の組合員資格を継続する

ことができる制度のことです。 

手続きは次ページへ！！ 

共済組合の任意継続組合員 

できる 

再就職しない 

できない 

退 職 後 の 医 療 保 険 制 度  
　組合員が退職すると、その翌日から被扶養者の方も含めて共済組合の資格を喪失します。 

現在お持ちの組合員証等は使用できなくなりますので、退職後の状況により、いずれかの医療

保険制度に加入することとなります。 

 

 

では、早速 

調べに行くぜよ！ 

どれに当てはまるかのぉ… 
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－ 任 意 継 続 に つ い て － － 任 意 継 続 に つ い て － 
 
 
 
 
 
①加入資格 
　退職の日の前日まで、引き続き１年以上組合員であったもの。 

②申請方法 
　退職の日から起算して20日以内に、「任意継続組合員資格取得申出書」に必要事項を
記入のうえ、当共済組合まで持参してください。 
※年度末退職の場合は、後日対象者にパンフレット等を配布しますので、そちらをご覧ください。 

③申請の際に必要なもの 
・任意継続組合員資格取得申出書（当共済組合のホームページからダウンロードできます。） 
・印　鑑 
・組合員証及び被扶養者証等 
現在お持ちの組合員証等を持参してください。ただし、任意継続
の手続きをしない方については、退職後速やかに各所属所（市長
部局にあっては総務事務センター）の共済組合事務担当を経由し
て、当共済組合に返還してください。 

 
 
 
 
 
 
　違います。退職前は、掛金を組合員と事業主が50%：50%の割合で負担しますが、任意
継続組合員の場合は、事業主負担がなくなります。そのため、組合員が100%を負担する
ことになるので、退職前と比べると掛金は高くなります。 
 
【任意継続掛金の算出方法】　　　　　　　　　　　※平成23年度の掛金率は未定です。 

短期任意継続掛金=掛金算定の基礎となる給料月額×掛金率（平成22年度は  112.5/1000） 

介護任意継続掛金=掛金算定の基礎となる給料月額×掛金率（平成22年度は  13/1000） 
（40歳以上の組合員のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 

掛金算定の基礎となる給料月額は、次の①、②のうちどちらか低い方になります。 
　①退職時の給料月額 
　②全組合員の平均給料月額 
　　　毎年１月１日における全組合員の平均給料が、次年度４月１日から適用されます。 
　　　平成22年度平均給料月額は、317,000円　　※平成23年度は未定です。 
☆例☆ 
　　平成22年11月30日に退職した組合員が任意継続した場合 
　　（退職時給料月額が400,000円） 
　　　短　　期　　317,000円　×　112.5/1000　＝　35,662円 
　　　介　　護　　317,000円　×　 13/1000　＝　 4,121円 
　　　掛金合計　　 35,662円　＋　 4,121円　＝　39,783円 

任意継続の手続きをしたいんだが、 
加入条件や手続きの仕方を教えてくれたまえ。 
わたしの辞書に「任意継続」という文字はない… 

任意継続組合員の掛金は、 

おいどんが職員のときと同じなんでごわすか？？ 
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年度末退職者のみなさまへ 
 
年度末退職者のみなさまへ 
 

インターネットを利用した年金見込額等の閲覧について 
　ご自宅のパソコン等からインターネットを利用して、ご自身の公務員共済年金期間、給料及
び期末手当等の記録、将来の退職共済年金の見込額等をご覧いただくことができます。 
　ご利用にあたっては、「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」にアクセスし、事前にＩＤ・パスワ
ードの取得をしていただく必要があります。 
　ご利用を希望される方は、次の要領により手続きを行ってください。 
 
＜Ｗｅｂサイトにアクセスする前に＞ 
　職員番号及び基礎年金番号をご確認ください。 
 
＜Ｗｅｂサイトにアクセスする＞ 
　「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」https://www.chikyonenkin.jp/hp_ ppan/pension nfo/ 

 
＜パスワードを取得する＞ 
　「はじめてご利用される方（ご利用申込みはこちら）」をクリックし、画面の指示に従い、
ＩＤ・パスワード取得申請を行ってください。概ね１～２ヶ月程度でユーザーＩＤ・パスワ
ード通知書がご指定の住所に郵送されます。 
 
＜ＩＤ・パスワード通知書が届いたら＞ 
　再度、「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」へアクセスし、「既にユーザーＩＤをお持ちの方
（ログインはこちら）」をクリックし、画面の指示に従い、年金見込額等をご覧ください。 
 

 

　ご自身の退職共済年金の見込額等の確認は、「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」にアクセ

スし、申請手続きを行ってください。（当共済組合より年金額の試算書は送付いたしません。）

なお、平成21年 7 月～ 8 月頃に送付した青色封筒の「公務員共済年金のお知らせ」により

見込額等の確認を行うこともできます。紛失された場合は再交付いたしますので、直接当

共済組合年金給付係（℡ 6208－7547～9）までご連絡ください。 

 

■ご注意点■ 

・ユーザーＩＤ・パスワードは、申請時に入力していただいた情報と当共済組合の保有情報
が一致した場合のみ発行します。 
・「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」の利用可能時間は６時から24時です。 
・基礎年金番号が変更となった場合や組合員の方が退職した場合、ユーザーＩＤ・パスワー
ドは失効となりますので、再度、ユーザーＩＤ・パスワードの申請手続きを行っていただ
く必要があります。ただし、定年退職者の場合、退職後は「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」
の利用はできなくなります。 
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締切日迫る！！融資あっせん事業（借換え支援） 事
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共済貸付（住宅貸付等）の借換えを支援しています。

共済組合が上限５０,０００円（司法書士費用）まで負担します。

【締切日】

・平成２３年１月３１日（月）
　　　　　　※共済組合が委託している司法書士へ 
　　　　　　　利用申込書を使用して締切日までに 
　　　　　　　申込むこと。（締切日必着） 
 

【利用条件】
★共済貸付を利用中の組合員であること。 
★平成22年10月12日～平成23年３月25日までの間に共済貸付金全額を他の金融機関に借
換え、共済組合が委託している司法書士に抵当権の手続き（抹消・設定）を依頼の上、
その手続きが終了すること。  
 

【ポイント】

★金融機関に電話などで相談しましょう。 
・借換えすることが有利か否かを判断しましょう。 

・金融機関ごとに諸条件が違います。複数の金融機関と比較しましょう。 

・手続きは、申込みから１か月程度かかります。 
 
《協定金融機関について》 
・協定金融機関では、金利優遇幅をご利用いただけます。 
りそな銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・三井住友銀行 
みずほ銀行・住友信託銀行・中央三井信託銀行 
みずほ信託銀行・三菱ＵＦＪ信託銀行・近畿労働金庫 

※新規融資も金利優遇幅をご利用いただけます。 
※詳しくは、金融機関にお問い合わせください。 
 

【その他】
借換え支援制度の詳細や各種手続きについては、当共済組合ホームページや所属所か

らの通知文などで確認してください。  

まずは、金融機関へ

電話相談しましょう。
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1,296,000円 

360,000円 

年 月  収入金額 向こう1年間の収入予定金額 
1月 
2月 
3月 
4月 
5月 
6月 
7月 
8月 
9月 
10月 
11月 
12月 
1月 
2月 
3月 

150,000円 
150,000円 
150,000円 
150,000円 
150,000円 
150,000円 
150,000円 
150,000円 

0円 
0円 
0円 

96,000円 
124,000円 
112,000円 
28,000円 

150,000円×12月＝1,800,000円 
150,000円×12月＝1,800,000円 
150,000円×12月＝1,800,000円 
150,000円×12月＝1,800,000円 
150,000円×12月＝1,800,000円 
150,000円×12月＝1,800,000円 
150,000円×12月＝1,800,000円 
150,000円×12月＝1,800,000円 

0円×12月＝0円 
0円×12月＝0円 
0円×12月＝0円 

4,000円×30日×12月＝1,440,000円 
4,000円×30日×12月＝1,440,000円 
4,000円×30日×12月＝1,440,000円 
4,000円×30日×12月＝1,440,000円 

平

成

22

年

 

平
成
23
年 

扶養状況に変更はありませんか？ 

　Ａさんの平成22年中の収
入は合計で1,296,000円なの
で、平成22年1月1日から扶
養に入れますよね？ 

　パートで月額150,000円の
収入があるんだから、その
間は扶養に入れず、退職後
の平成22年9月1日から扶養
に入れると思うよ。 

　なんで！雇用保険の受給
は90日間と限られていて 
トータル36万円ですよ。 
扶養を外す必要はないですよ。 

　共済組合の扶養認定の年間収入限度額は「年間収入が130万円未満。ただし、障害年金受給者や60歳
以上の公的年金受給者は180万円未満。」となっています。この「年間収入」について考えてみます。
事例をあげてみましたので、ご一読ください。 
 
◆　組合員と同居の配偶者であるＡさんは、パート先で月額15万円の給料をもらっていましたが、平成
22年８月31日にパート先を退職しました。退職後は再就職先が決まらず、平成22年12月８日から日額
4,000円の雇用保険の基本手当を受給しています。受給期間は90日の予定です。 
　この場合、扶養として認定できる期間はいつになるでしょう？ 
　　職場で相談したところ、４つの意見が返ってきました。次の４人のうち、正しい意見を言っている
と思う人を選んでみてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　正解は…以下のとおりです。 
　　　　　みなさんは誰の意見が正解だと思いましたか？ 
 
　共済組合の扶養認定の要件である「年間収入」とは毎年１月１日から同年12月31日までの収入をさし
たものではありません。「日々の就労形態等から判断される収入状況が仮に1年間継続した場合、年間
収入限度額を超過しないか？」という見方をします。そのため、平成22年中の収入で判断しているＳさ
んは不正解となります。 
 
　次に「向こう１年間の収入予定金額」欄を見てもらうと、パートで得られるＡさんの収入が仮に１年
間継続したとすると、平成22年８月31日までは年間収入限度額である130万円を超過することがわかり
ます。従って、月額15万円の収入を得ている間は扶養と認められないと言っているＭさんが正解となり
ます。 
 
　最後に、雇用保険の基本手当について考えてみましょう。 
「日々の就労形態等から判断される収入状況が仮に1年間継続した場合、年間収入限度額を超過しない
か？」という見方は同じですので、雇用保険の基本手当受給期間には限りがありますが、Ａさんの受給
額は日々の収入限度額を超えているためＴさんが正解となり、Ｆくんが不正解となります。 
 
※　上記は一例ですので、すべての取り扱いに当てはまるものではありません。状況に変更が生じたときは
そのつど各所属所（市長部局にあっては総務事務センター）の担当者までお問い合わせください。 

Ｓさん

Ｍさん

Ｆくん

　でも、雇用保険を受給し
始めた平成22年12月8日か
らは再度扶養を外す必要が
ありますよね？ 

Ｔさん
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任 命 議 員  互 選 議 員  

役 名  氏 名  備 考  役 名  氏 名  備 考  

理 事 長  

理事長職務代理者 

理 事  

〃 

監 事  

議 員  

〃 

〃 

〃 

〃 

学識経験監事 

総 務 局  

交 通 局  

総 務 局  

水 道 局  

病 院 局  

総 務 局  

環 境 局  

消 防 局  

中 央 区 役 所  

教育委員会事務局 

理 事  

〃 

〃 

〃 

監 事  

議 員  

〃 

〃 

〃 

〃 

環 境 局  

交 通 局  

水 道 局  

西 成 区 役 所  

淀 川 区 役 所  

経 済 局  

環 境 局  

環 境 局  

消 防 局  

交 通 局  
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組 合 会 議 員 の 異 動 に つ い て 
　大阪市職員共済組合組合会議員に異動がありましたので、次のとおりお知らせいたします。 

大阪市職員共済組合組合会議員名簿 
平成22年12月７日現在 

参 考　当共済組合では、年額だけで判断するのではなく、雇用保険の基本手当受給やアルバイト収入
など日額または月額で判断する場合は、年間130万円について次のように目安を定めています。 

日額で給料等を得る人 
　130万円÷12月÷30日≒3,612円（日々の収入限度額はこの額未満になります。） 
　上記給料等のほかに年金を受給している人 
　180万円÷12月÷30日＝5,000円（日々の収入限度額はこの額未満になります。） 

月額で給料等を得る人 
　130万円÷12月≒108,334円（月々の収入限度額はこの額未満になります。） 
　上記給料等のほかに年金を受給している人 
　180万円÷12月＝150,000円（月々の収入限度額はこの額未満になります。） 
 
※上記金額は交通費等の諸手当を含む総支給額となります。 
 
　日々の収入限度額や月々の収入限度額を超える人は、組合員の被扶養者にはなれませんのでご注意く
ださい。また、被扶養者に認定中の人で収入限度額を超える場合は、速やかに減員の手続きをしてくだ
さい。 
　今後、就業見込みの人も就業初月が収入限度額未満でも次月以降収入限度額を超えた場合は就業日か
ら減員となりますので早めの手続きをお願いします。 
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被扶養者で組合員を埋葬する人に支給する 組合員に支給する 

埋 葬 料  

埋 葬 料 附 加 金  

50,000円 

50,000円 

家 族 埋 葬 料   

家族埋葬料附加金 

50,000円 

50,000円 
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　組合員が公務によらないで死亡したときに、その被扶養者であった人で、埋葬を行う人に埋葬料が支
給されます。（P.２の任意継続組合員も組合員と同様に扱われます。）          
　また、被扶養者が死亡したときには組合員に家族埋葬料が支給されます。          

※埋葬料と家族埋葬料には、それぞれ埋葬料附加金と家族埋葬料附加金が加えて支給されます。 
 
 
 
 
 
 

 
　ただし、組合員が死亡した場合で、被扶養者でない家族等が埋葬した場合も埋葬料の請求ができます。 
　その場合、埋葬料や埋葬料附加金は、実際に埋葬に要した額を、埋葬料と埋葬料附加金の範囲内で支
払うので、埋葬に要した費用の内訳がわかる明細書と領収書を添付して請求する必要があります。 
　埋葬に要した費用として認められるものは、火葬料だけでなく、霊柩代、霊柩の借料、霊柩の運搬費、
葬式の際の僧侶への謝礼や霊前供物代、入院患者として死亡した組合員の、病院から自宅までの移送費
用等も含みますので、実際の埋葬代や火葬代だけでなく、葬式の費用の明細書も添付して請求してくだ
さい。 
　また、組合員が資格喪失後３か月以内に死亡した場合も埋葬料の請求は出来ますが、その場合、被扶
養者からの請求であれば埋葬料を支給し、被扶養者以外の人が埋葬したときは、実際に埋葬に要した額
を、埋葬料の範囲内で支払うこととなります。（※資格喪失後、他の組合の組合員の資格を取得した場
合を除きます。） 
 
◎組合員が死亡した場合　～申請の流れ～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎被扶養者が死亡した場合 

　組合員が上記ア、イの書類を各所属所（市長部局にあっては総務事務センター）へ提出してください。
申請の流れは組合員が死亡した場合と同様になります。 
 
※家族埋葬料は、被扶養者以外の家族が死亡しても支給されません。  

短期給付のツボ！ ～埋葬料・家族埋葬料～ vol.6

組合員が組合員が  
死亡した死亡した  
場合場合  

組合員が 
死亡した 
場合 

被扶養者が被扶養者が  
死亡した死亡した  
場合場合  

被扶養者が 
死亡した 
場合 

【必要な申請書類】 
ア　埋葬料・家族埋葬料・同附加金請求書 
イ　埋葬許可証または火葬許可証の写し。 
　　 ない場合は、死亡の事実が分かる住民票や戸籍謄本等の原本 
ウ　埋葬に要した費用の明細書・領収書 
エ　口座登録・変更申出書 
　　（※ウは被扶養者でないものが埋葬する場合のみ必要） 

被扶養者 
（成人） 

所属所 
（市長部局にあっては 
総務事務センター） 

共済組合 ①申請書類提出 

④給付金決定通知書兼 
　支払通知書の送付 

②申請書類の内容確認後 
　申請書類提出 

③申請内容確認、支給決定後 
　給付金決定通知書兼支払 
　通知書の送付 

組
合
員
死
亡 

⑤埋葬料・埋葬料附加金支給 
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特定健診受診率・保健指導利用率が低下しています 



－9－ 

事
業
係 

（
6
2
0
8
ー
7
5
9
7
） 

特定保健指導　積極的支援の利用者に効果あり 
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減量大成功！突撃インタビュー 
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増えている糖尿病、あなたは大丈夫？ 

110 

105 

100 

95 

90 

85

5.6 

5.4 

5.2 

5.0 

4.8

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳～ 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳～ 

（mg/dl） （％） 男性 

保健指導が必要な値 

女性 男性 

保健指導が必要な値 

女性 
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ヘルスアップ事業　申込受付中 
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働き過ぎていませんか？あなたの肝臓 
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が ん 検 診 を 受 け よ う！ 

ジェネリック医薬品を処方してもらう方法 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 
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大阪市職員共済組合 
大阪市北区中之島1-3-20 
（大阪市役所内） 

電話：庶　務　係  
 
　　　医療給付係  
　　　年金給付係  
　　　事　業　係  
 
URL：http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/

ピンク線文鉢　1980年頃　磁器 
（個人蔵　Estate of the artist　撮影：上野則宏） 

――――――― ――――――― 

　大阪市立東洋陶磁美術館では、平成22年12月11日（土）から平成
23年２月13日（日）まで、特別展「ルーシー・リー展－ウィーン、ロ
ンドン、都市に生きた陶芸家」を開催します。 
　ウィーンに生まれ、ロンドンで活動した20世紀を代表する陶芸家、
ルーシー・リー（1902－1995）。20世紀初頭のヨーロッパで展開し
た建築やデザイン、科学といった先鋭的な思潮を取り入れたルーシ
ー・リーの作品は、没後15年を経ても色あせることなく、ますます
評価を高めています。 
　ウィーン工業美術学校で陶芸を学び、作家としての地位を確立し
ていたルーシー・リーは、1938年に戦争で亡命を余儀なくされると、
ウィーンとは制作環境の異なるロンドンで活動を始めます。バーナ
ード・リーチを始めとしたスタジオ・ポタリーの作家たちが活躍す
る英国陶芸界の中で、彼女は助手をつとめたハンス・コパーととも
に、独自の作品世界を築いて行きました。シンプルかつ緊張感のあ
る作品のフォルム、象嵌（ぞうがん）や掻落（かきおとし）に見ら
れる独自の施文方法、そしてぬくもりのある色鮮やかな青やピンク
の釉薬技法は、ルーシー・リーならではの魅力を放つものとして今
も多くの人々を魅了し続けています。 
　没後初の本格的な回顧展となる本展では、初期ウィーン時代から
ロンドンでの円熟期に至る国内外の作品約200点によって創作の軌
跡をたどります。 
　なお、本展とともに、特集展「福島サト子コレクション－川崎毅
展」ならびに平常展も同時開催いたします。 
 
【開催要項】 
１． 名　　称：特別展「ルーシー・リー展－ウィーン、ロンドン、 

都市に生きた陶芸家」 
２． 会　　期：平成22年12月11日（土）～平成23年２月13日（日） 
３． 会　　場：大阪市立東洋陶磁美術館 

大阪市北区中之島1－1－26（大阪市中央公会堂東側） 
　・京阪中之島線「なにわ橋」駅下車すぐ 
　・地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」、 
　　地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜」各駅から約400ｍ 

４． 休 館 日：月曜日（１月10日は開館）、年末年始（12月28日（火）～ 
１月４日（火））、１月11日（火） 

５． 開館時間：午前９時30分～午後５時 
※「OSAKA光のルネサンス2010」メインパフォーマンス期間
　［12月11日（土）～12月25日（土）］、～午後７時 
※入館はそれぞれ閉館の30分前まで 

６． 主　　催：大阪市立東洋陶磁美術館、日本経済新聞社 
７． 企　　画：東京国立近代美術館 
８． 後　　援：ブリティッシュ・カウンシル 
９． 協　　力：日本航空 
10． 助　　成：大和日英基金 
11． 料　　金：一般900円（720円）、高大生540円（450円） 

・（　）内は20名以上の団体料金 
・身体障害者手帳、ツルのマーク付健康手帳、大阪市 
　敬老優待乗車証などをお持ちの方、中学生以下は無料 

12． 展示点数：約200点 
13． 同時開催：特集展：「福島サト子コレクション－川崎毅展」 

平常展：安宅コレクション中国陶磁・韓国陶磁 
李秉昌（イ ビョンチャン）コレクション韓国陶磁、 
日本陶磁、沖正一郎コレクション鼻煙壺 

14． 問い合せ：大阪市立東洋陶磁美術館 
電話 06－6223－0055　Fax 06－6223－0057 
http://www.moco.or.jp 
※展覧会公式HP　http :www.lucie-rie.jp

東洋陶磁美術館 

特別展「ルーシー・リー展－ウィーン、ロンドン、都市に生きた陶芸家」 
を開催します 

東洋陶磁美術館 

特別展特別展「ルーシー・リー展－ウィーン、ロンドン、都市都市に生きた陶芸家陶芸家」 
を開催します 

東洋陶磁美術館 

特別展「ルーシー・リー展－ウィーン、ロンドン、都市に生きた陶芸家」 
を開催します 


